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開会 １５時００分 

 

（ 議 事 の 経 過 ） 

◎開会宣言 

 

○ 田教育長  ただいまから、令和２年第７回教育委員会会議を開会いたします。議事日程につき

ましては、お手元に配付のとおりであります。 

 

 

◎日程第１ 会議録署名委員の指名について 
 

○ 田教育長 日程第１、会議録署名委員の指名を行います。本日の会議録署名委員として、髙山委

員を指名いたします。 

○ 田教育長 日程第２に入ります前に、本日は、議案第３号から議案第８号が教育委員会会議規則

第１６条第１号に、該当いたしますことから、非公開とさせていただきたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○ 田教育長 異議なしと認め、議案第３号から議案第８号につきましては、非公開といたします。 

 
 

◎日程第２ 会議録の署名 
 

○ 田教育長 日程第２、会議録の署名についてでありますが、令和２年第３回会議の会議録につき

まして、署名委員であります、大山委員に本会議終了後、署名を頂きたいと思います。 

   

 

◎日程第３ 教育長報告 
 

○ 田教育長 日程第３、教育長報告に入らせていただきます。 

○ 田教育長 今回は、教育長報告として２点、一般報告として、千葉部長から１点、報告させてい

ただきます。 
○ 田教育長 まず始めに、小中一貫教育全国サミット実行員会についてでありますが、令和３年度

に本市で開催する「小中一貫教育全国サミット」に向け、実行委員会を組織し、４月２４日（金）

に第１回会議を開催したところであります。 
  会議では、実行委員会に大会運営部、全体会運営部、分科会運営部、授業公開運営部の４部会を

設置することなどについて承認をいただいたところであります。 



- 2 - 
 
 

  今後、大会開催に向けたスケジュールの作成、予算の積算、関係機関との調整、授業公開・全体

会・分科会の内容や必要人員の検討、プレ授業研究などの準備を進めていくこととしているところ

であります。 
  次に、学校職員評価面談の実施についてでありますが、４月２７日（月）から５月１４日（木）

までの間に、学校職員人事評価制度に基づく面談を、市内小中学校の校長・教頭を対象に実施して

いるところであります。 
  この制度は、学校職員の資質能力の向上と学校の活性化を図り、その成果を児童生徒に還元する

ことを目的とするものであり、面談では、各校長・教頭が作成した当該年度の自己目標に対して、

指導助言を行っております。 
  今後は、各自が設定した自己目標について、半期ごとに業績評価と能力評価を行い、評価結果を

任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とすることとしております。 
  私からの報告は以上であります。 
○千葉教育部長 続いて、一般行政報告に入らせていただきます。 
  新型コロナウイルス感染症に係る教育部の諸対応についてでありますが、市立小中学校につきま

しては、４月１６日（木）から５月６日（水・祝）まで臨時休業としていたところですが、４月  
３０日付けで北海道教育委員会教育長から、臨時休業の期間を５月１０日（日）まで延長するよう

要請があり、これを受け、５月１日付けで要請のあった期間の臨時休業を決定したところでありま

す。 
  その後、５月４日付けで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、国の緊急事態宣言の

期間が５月３１日（日）まで延長されたことを受け、北海道知事及び北海道教育委員会教育長から、

学校の臨時休業の延長について更なる要請があり、５月５日（火）に開催した市コロナウイルス感

染症対策本部において、５月３１日（日）までの臨時休業期間の延長が決定され、５月７日付けで

学校及び保護者へその旨を通知したところであります。 
  また、５月８日（金）に臨時校長会議を招集し、臨時休業期間中の学習支援や生活支援等につい

て、指示したところであります。 
  社会教育施設を含む市有施設につきましては、札幌市及び石狩管内において感染者が減少せず、

依然として予断を許さない状況であることから、臨時休館の末日を５月３１日（日）としたところ

であります。 
  今後、全国及び北海道内の感染状況を注視しながら、児童生徒や市民等の健康と安全を守りつつ、

学校教育及び生涯学習の再開に向けた検討も進めてまいります。 
私からの報告は以上であります。 

○ 田教育長 以上、教育長報告として２点、一般行政報告として１点、報告させていただきました。

臨時休業については、随時お知らせをしたり、柔軟に対応させてもらってきたところであります 

ので、この報告でご了解いただければと思います。 

皆さんからご質問等ございますか。 

（「なし」の声あり） 
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○ 田教育長 それでは、教育長報告につきましては、承認とさせていただきます。 

 

 

◎日程第４ 報告第１号 教育行政報告について 
 

○ 田教育長 続きまして、日程第４、議事に入ります。報告第１号、教育行政報告につきまして、

事務局から説明をお願いいたします。 

○下野教育総務課長 報告第１号、教育行政報告についてでありますが、別冊のとおり、市議会第 
２回定例会に教育行政報告を行うため、教育委員会に報告するものであります。 
別冊をご覧ください。まず始めに全体の構成ですが、このたび教育行政報告では、新型コロナウ

イルス感染症に係る教育行政の諸対応について、小中一貫教育全国サミット実行委員会について、

コミュニティ・スクールについての３点の報告を予定していますが、１新型コロナウイルス感染症

に係る教育行政の諸対応につきましては、今後の情勢が流動的でありますことから、直近の情勢を

踏まえて作成をさせていただきたいと思います。 
本日は、２及び３について、報告内容を読み上げます。 
小中一貫教育全国サミット実行委員会についてでありますが、令和３年度に本市で開催する「小

中一貫教育全国サミット」に向け、実行委員会を組織し、４月２４日に第１回会議を開催したとこ

ろであります。 
会議では、実行委員会に大会運営部、全体会運営部、分科会運営部、授業公開運営部の４部会を

設置することなどについて承認をいただいたところであります。 
今後、大会開催に向けたスケジュールの作成、予算の積算、関係機関との調整、授業公開・全体

会・分科会の内容や必要人員の検討、プレ授業研究などの準備を進めていくこととしているところ

であります。 
次に、コミュニティ・スクールについてでありますが、従来の西部中学校区に加え、令和２年度

から大曲中学校区、緑陽中学校区に新たに学校運営協議会を設置し、３中学校区７校がコミュニテ

ィ・スクールとなったところであります。 
両中学校区におきましては、地区の特色や規模等に合わせた運営体制の工夫をするとともに、地

域における各種団体との連携・協働による互恵性を大事にする視点から、既存の取組や関係性を整

理し、コミュニティ・スクールとしての活動に位置づけていくこととしているところであります。 
今後も、学校・家庭・地域が一体となった教育活動を展開するため、関係者の理解と協力を得な

がら、全市展開を計画的に進めてまいりたいと考えているところであります。 
以上申し上げ、教育行政報告といたします。 
以上であります。 

○ 田教育長 ただいまの報告第１号、教育行政報告につきまして、ご質疑等ございますか。 

○髙山委員 令和２年度のサミットの大会はどこで開催されるのですか。 

○ 田教育長 九州の飯塚市で予定されていますが、現時点ではまだ開催か中止かという判断は出て
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いません。 

○髙山委員 翌年度以降に延期することはないのですか。 

○ 田教育長 今年開催できず、翌年に延期しましたら、当市にも影響が出ますので、延期ではなく、

開催か中止にしてほしいと伝えてはありますが、今はその決定を待っている状況です。 

○ 田教育長 そのほか何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○ 田教育長 それでは、報告第１号につきましては、承認とさせていただきます。 

 

 

○議案第１号 市議会定例会提出議案について 
 

○ 田教育長 続きまして、議案第１号、市議会定例会提出議案につきまして、事務局から説明をお

願いいたします。 

○下野教育総務課長 議案第１号、市議会定例会提出議案についてでありますが、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づく財産の取得について、市長か

ら議案提出の意見を求められましたので、北広島市教育委員会事務委任等規則第２条第６号の規定

により、教育委員会の議決を求めるものであります。 

このたびの財産の取得は、小中学校のデジタル教科書等を購入するものであり、購入する教科に

つきましては、４ページのとおりであります。 

なお、小学校の外国語についてでありますが、議案第２号で提案させていただきますが、今回の

定例会で補正予算を要求し、新学習指導要領に対応したデジタル教科書の整備を予定しているとこ

ろであります。 

今後のスケジュールについてでありますが、５月１３日に入札を執行し、議会の議決を得た後に、

本契約を締結し、９月末までに導入するものであります。 

なお、この購入契約は、本市が加入する北海道市町村備荒資金組合と納入業者と契約し、同組合

の条例等に基づき、本市が当該物件を譲り受け、本年度から５ヶ年で支払うものであります。 

以上が提案の内容であります。 

○ 田教育長 ただいまの議案第１号、市議会定例会提出議案につきまして、ご質疑等ございますか。 

○大山委員 教科一式ということですけれども、何年間くらい使用する想定で進めていて、次回の更

新はいつになるのか、教えていただけますか。 

○下野教育総務課長 今回の教科書の更新ですけれども、小学校につきましては、教科書の採択時期

の関係で、今年度から４カ年になっております。 

  中学校につきましては、平成２８年度から今年度までとなっていまして、今年の８月に次の令和

３年度から使用する新しい教科書の採択を行うことになります。 

  これまでデジタル配信サービスである EduMall と契約を行っていたのですが、その契約期間が小

学校、中学校ともに今年の９月末となっています。今回の更新で、小学校についてはメディアで新
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たに購入することとしていますので、実質は３年半、使うことになります。 

  なお、４月から９月末までの間は、EduMallとの契約により、こちらで採択した新しい教科書を使

うことになっています。 

  中学校の更新につきましては、来年の９月末までの契約更新ということで、来年の４月に新しい

教科書に変わった際には、今の契約の中で新しい教科書を配信する契約を結ぶこととしています。

来年のこの時期に、中学校の新学習指導要領に準拠した教科書のメディアの購入ということで、計

画を進めております。 

○ 田教育長 買い取り方式で導入する時期と、更新時期の隙間は、契約上、途切れないようにする

という話だということでよろしいですか。 

○下野教育総務課長 はい。 

○ 田教育長 クラウド方式からメディアの買い取りになったら、使い勝手は変わるのですか。 

○下野教育総務課長 今まではインターネットサーバーを介して教科書を見ていましたが、配信元の

サーバー障害で、全校の教科書が見られないということがありました。今回は、各学校のサーバー

に直接教科書を導入することで、サーバーの障害で全校が見られなくなることはなくなり、運用面

で安定性がより増すと考えております。 

○ 田教育長 そのほか何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○ 田教育長 それではお諮りいたします。はじめに、議案第１号、市議会定例会提出議案につきま

して、原案のとおり決してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○ 田教育長 議案第１号につきましては、原案のとおり決することとします。 

 

 

○議案第２号 市議会定例会提出議案について 
（令和２年度北広島市一般会計補正予算について） 

 

○ 田教育長 続きまして、議案第２号、市議会定例会提出議案につきまして、事務局から説明をお

願いいたします。 

○下野教育総務課長 議案第２号、市議会定例会提出議案についてでありますが、令和２年第２回定

例会に令和２年度一般会計補正予算を提出することについて、市長から意見を求められましたので、

北広島市教育委員会事務委任等規則第２条第６号の規定により、教育委員会の議決を求めるもので

あります。 

補正予算の内容についてでありますが、議案書６ページをご覧ください。 
まず始めに、歳出についてでありますが、教育総務費の教育振興経費のうち、奨学基金積立金に

つきましては、２月に北広島ユネスコ協会から寄附を受けました 
３万円を奨学基金に積み立てるため増額補正するものであります。 
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教育総務費の学校ＩＣＴ環境整備事業につきましては、予算要求時には価格が未発表であった小

学校外国語のデジタル教科書を購入するため、２０９万９千円を増額補正するものであります。 
教育総務費の学校図書館活用事業につきましては、文部科学省の令和２年度学校図書館推進事業

「学校図書館の振興に向けた調査研究」委託事業の採択を受け、電子書籍版「小学校社会科副読本」

活用の実践的調査研究に要する経費として、２８万円を増額補正するものであります。 
保健体育費の給食費管理経費につきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、令和２年

２月２７日から３月２４日までの間、小・中学校の臨時休業に伴う学校給食の停止に伴い、主食を

取り扱う食品業者に対するキャンセル料や学校給食にかかる各種通知を保護者へ郵送するための経

費等、計２８３万２千円を計上するものであり、歳出全体では５２４万１千円となるものでありま

す。 
次に歳入についてでありますが、国庫補助金の学校図書館の振興に向けた調査研究委託費補助金

につきましては、文部科学省の令和２年度学校図書館推進事業「学校図書館の振興に向けた調査研

究」委託事業の採択による国庫補助金として２８万円を増額補正するものであります。 
雑入の学校臨時休業対策費補助金につきましては、臨時休業による給食停止に伴う、食品業者へ

のキャンセル料及び支払い義務が生じた食材費の合計３７７万６,３８５円に対する国庫補助金とし
て、２８３万２千円を増額補正するものであります。なお、この国庫補助金につきましては、公益

財団法人北海道学校給食会を通じて補助されるものであります。歳入全体では３１２万２千円とな

るものであります。 
なお、この補正予算の内容につきましては、現在、要求レベルであり、今後、理事者の査定を経

て最終確定となりますので、ご了承をお願いいたします。 

また、このほか、別途、国から交付される新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を

活用した事業につきましても検討を行っているところであり、決定しましたら、あらためてご報告

させていただきます。 

以上が提案の内容であります。 

○ 田教育長 ただいまの議案第２号、市議会定例会提出議案につきまして、ご質疑等ございますか。 

○ 田教育長 ２月から３月の給食のキャンセルのほかに、新年度の分のキャンセルもあるのですか。 

○岡学校給食センター長 あります。 

○ 田教育長 それは別途ということになるのですか。 

○岡学校給食センター長 新年度につきましては、今、下野課長からもお話がありましたけれども、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用する形で考えております。 

○ 田教育長 地方創生臨時交付金に入ってくるのですか。 

○岡学校給食センター長 そのように考えています。 

○ 田教育長 そのほか何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○ 田教育長 それではお諮りいたします。はじめに、議案第２号、市議会定例会提出議案につきま

して、原案のとおり決してよろしいでしょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○ 田教育長 議案第２号につきましては、原案のとおり決することとします。 

 

 

○議案第３号 北広島市学校評議員の委嘱について【非公開】 
 

【非公開案件の審議等の結果】 

    原案どおり可決した。（質疑等省略） 

 

 

○議案第４号 北広島市立西部中学校区学校運営協議会委員の委嘱について 
【非公開】 

 
【非公開案件の審議等の結果】 

    原案どおり可決した。（質疑等省略） 

 

 

○議案第５号 北広島市小学校給食運営委員会委員の委嘱について【非公開】 
 

【非公開案件の審議等の結果】 

    原案どおり可決した。（質疑等省略） 

 

 

○議案第６号 北広島市中学校給食運営委員会委員の委嘱【非公開】 
 

【非公開案件の審議等の結果】 

    原案どおり可決した。（質疑等省略） 

 

 

○議案第７号 特別天然記念物野幌原始林調査委員会委員の委嘱について【非公開】 
 

【非公開案件の審議等の結果】 

    原案どおり可決した。（質疑等省略） 
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○議案第８号 令和２年度北広島市奨学生の選定について【非公開】 
 

【非公開案件の審議等の結果】 

    原案どおり可決した。（質疑等省略） 

 

 

◎日程第５ その他 
 

○ 田教育長 日程第５、その他につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

○津谷教育部理事 次回の教育委員会の日程についてお諮りいたします。 

次回第８回教育委員会会議についてでありますが、令和２年６月１日から４日のいずれかの日で、

１５時から市役所で開催させていただきたいと思います。 

以上であります。 

○ 田教育長 ６月１日（月）から４日（木）までの間で確認をさせていただきたいのですが、ご都

合が悪い日がある方はいらっしゃいますか。 

（「なし」の声あり） 
○ 田教育長 なしということですが、事務局としてはいかがですか。 

○下野教育総務課長 可能であれば、６月２日（火）にお願いしたいと思います。 

○ 田教育長 皆さんよろしければ、次回、第８回教育委員会会議は、６月２日（火）、時間は 

１５時００分から市役所で開催いたしますので、ご予定いただければと思います。 
 

 

◎閉会宣言 
 

○ 田教育長 以上で第７回教育委員会会議に付議された議事は全て終了いたしましたので、これに

て閉会いたします。本日はご苦労さまでした。 

 

 

１６時４５分 閉会 
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以上、会議を記録し、正確を期するためにここに署名する。 

   

 

教 育 長  

   

 

署 名 委 員  

 


